（作成例２－２）
○○幼稚園園則兼認定こども園○○幼稚園運営規程
第１章  総  則
第１条  この幼稚園は、学校教育法第22条及び第23条にしたがって、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とするとともに、幼稚園型認定こども園として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律にしたがい、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育ての支援の総合的な提供を行うことを目的とする。
第２条  この幼稚園の名称は、○○幼稚園とし、認定こども園の名称は、認定こども園○○幼稚園とする。
第３条  この幼稚園及び認定こども園の位置を東京都      区（市）　 丁目　　番    号に置く。
第４条  この幼稚園に入園できる者は、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、認定こども園に入園できる者は、○歳から小学校就学の始期に達するまでの保育を必要とする子ども及び満３歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。
第５条  この幼稚園の収容定員は、○○○名とし、各年次の学級編制は下記の表のとおりとする。

	年　次
	満３歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児

	学級数
	○学級
	○学級
	○学級
	○学級

	定　員
	○　名
	○　名
	○　名
	○　名


　２　この認定こども園の利用定員は、下記の表のとおりとする。
	年　次
	１歳児
	２歳児
	満３歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児
	合計

	１号児
	―
	―
	○名
	○名
	○名
	○名
	○○名

	２号児
	―
	―
	○名
	○名
	○名
	○名
	○○名

	３号児
	○名
	○名
	―
	―
	―
	―
	○○名


　　　
第２章  保育年限、保育期及び休業日
第６条  この幼稚園の保育年限は、１年、２年、３年及び４年未満とする。
第７条  １年を次の３保育期に分ける。
　第１保育期  ４月１日から８月31日まで
　第２保育期  ９月１日から12月31日まで
　第３保育期  １月１日から３月31日まで
第８条  教育標準時間の子どもに係る休業日は次のとおりとする。
(1)   eq \o\ad(日曜日,　　　　　)
(2)  毎月第２及び第４土曜日
(3)  国民の祝日に関する法律に規定する日
(4)   eq \o\ad(夏季休業,　　　　　)　○月○日から○月○日まで
(5)   eq \o\ad(冬季休業,　　　　　)　○月○日から○月○日まで
(6)   eq \o\ad(春季休業,　　　　　)　○月○日から○月○日まで
(7)  開園記念日  ○月○日
　２　保育認定子どもに係る休業日は次のとおりとする。
　(1)  日曜日　　　　　

  (2)  国民の祝日に関する法律に規定する日

 (3)  冬季休業　　　　　　○月○日から○月○日まで
第９条  始業及び終業の時刻は次のとおりとする。
　午前○時から午後○時まで。ただし、季節により多少変更することがある。
第３章  教育課程、保育日時数及び教職員組織
第10条  保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現等である。
第11条  １日の教育標準時間は、午前○時から午後○時までの○時間とし第10条に従い保育する。
　２　保育標準時間認定に係る保育時間は、午前○時から午後○時までの範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
　３　保育短時間認定に係る保育時間は、午前○時から午後○時までの範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
第12条  この幼稚園に次の教職員を置く。
(1)  園    長    １名

(2)  副 園 長
名
(3)  教    頭      名
(4)  教    諭      名
(5)   eq \o\ad(助教諭,　　　　)
名
(6)  養護教諭
名
(7)  事務職員
名
(8) （        ）
名
(9)  園    医
名
(10)  園歯科医
名
(11)  園薬剤師
名

(12)必要に応じてその他の職員を置くことができる。
２  園長は園務を処理し、所属職員を監督する。
３　認定こども園を構成する保育機能施設に次の職員を置く。
 (1)  

 (2)

第４章  入園、退園、休園、修了及び褒賞
第13条  入園については、園長の許可を要する。
第14条  入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。
第15条  休園又は退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。
第16条  この幼稚園所定の教育課程を修了した者には、修了証書を授与する。
第17条  心身の発達著しく他の模範となる者は、これを褒賞することがある。
第５章  保育料、入園料及び選抜料
第18条 　基本保育料（月額）は、園児が居住する区市町村の定める額とする。
　２　特定負担額は以下のとおりとし、在籍者は、出席の有無にかかわらず毎月○日までにその月分を納入しなければならない。
　　（１）○○費　　○歳児から○歳児　○○円（月額）
　　（２）○○費　　○歳児から○歳児　○○円（月額）
　３　実費徴収は、以下のとおりとする。
　　（１）○○費　　○○円（年額）
　　（２）○○費　　○○円（年額）

第19条  入園受入準備経費は○○○○○円とし、入園の際納入しなければならない。
２　選抜料は○○○○円とし、入園申込の際納入しなければならない。
第20条  既納の保育料、入園受入準備経費等は、特別な事情がある場合を除き、原則として返還しない。
第６章　緊急時における対応方法及び非常災害対策
第21条　本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校安全計画を策定し実施するとともに、防災マニュアルを作成し訓練等を行う。また、必要に応じて○○区、警察署、消防署その他の関係機関との連携を図る。
第７章　虐待防止のための措置
第22条　本園は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行うとともに、児童相談所、家庭支援センター等の関係機関との連携を行う。
附　則
１  この園則兼運営規程は、○年○月○日から実施する。
２  この園則兼運営規程実施に必要な細則は園長が別に定める。
【注】
（１）　施設型給付費を受ける幼稚園及び認定こども園は、園則に加えて、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）第20条に規定する事項を記載した運営規程を作成することが必要である。この作成例は、園則と運営規程で網羅すべき事項を記載しているが、従来の園則と分けて、運営規程を別途作成することも可能である。

